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内
閣
府
所
管
政
府
広
報
費
の
当
初
予
算
及
び
補
正
予
算
の
合
計
額
推
移
を
み
る
と
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で

の
間
、
約
八
十
二
億
円
か
ら
約
百
十
三
億
円
の
間
を
行
き
来
し
て
お
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
（
な
お
、
平

成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
は
約
四
十
一
億
円
か
ら
約
六
十
二
億
円
で
あ
っ
た
）
。 

 

と
こ
ろ
が
、
令
和
二
年
度
の
政
府
広
報
費
に
つ
い
て
は
、
当
初
予
算
は
約
八
十
五
億
円
と
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
令
和
元

年
度
は
約
八
十
三
億
円
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
近
年
並
み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
補
正
予
算
で
さ
ら
に
約
百
億
円
が
追
加
さ

れ
、
合
計
約
百
八
十
五
億
円
と
な
っ
た
。
平
成
十
三
年
度
以
降
の
当
初
予
算
及
び
補
正
予
算
の
合
計
額
推
移
に
お
い
て
、
令
和

二
年
度
は
例
年
の
倍
増
に
近
く
、
突
出
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

令
和
二
年
度
政
府
広
報
費
増
額
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
が
目
的
で
あ
る
場
合
、
医
療
体
制
整
備
や
経
済

対
策
の
費
用
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
な
ぜ
政
府
広
報
費
を
補
正
予
算
で
当
初
予
算
の
額
を
超
え
て
ほ
ぼ
倍
増
さ
せ
る
ほ
ど
の

必
要
性
が
あ
る
の
か
、
そ
の
効
果
や
具
体
的
使
途
も
不
明
瞭
で
あ
り
疑
問
で
あ
る
。 

 
 

な
ぜ
補
正
予
算
で
当
初
予
算
か
ら
倍
増
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
必
要
性
、
背
景
等
も
併
せ
て
具



 

２ 

 

体
的
に
お
伺
い
し
た
い
。
ま
た
、
広
報
効
果
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
及
び
具
体
的
使
途
に
つ
い
て

も
お
伺
い
し
た
い
。 

二 

令
和
二
年
度
の
政
府
広
報
費
の
う
ち
株
式
会
社
電
通
へ
の
支
払
額
は
い
く
ら
か
。
そ
れ
は
政
府
広
報
費
の
何
％
を
占
め
る

か
。
お
伺
い
し
た
い
。 

三 

内
閣
府
の
歳
出
概
算
要
求
額
明
細
表
に
よ
れ
ば
、
政
府
広
報
費
に
お
け
る
放
送
諸
費
の
う
ち
啓
発
広
報
費
内
の
テ
レ
ビ
ス

ポ
ッ
ト
の
単
価
額
は
、
平
成
二
十
三
年
度
概
算
要
求
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
概
算
要
求
ま
で
の
間
は
変
わ
ら
ず
、
一
億
二
千

百
二
十
三
万
四
千
三
百
円
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

し
か
し
、
今
年
度
の
単
価
額
は
一
億
七
千
八
百
八
十
六
万
四
千
九
百
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
今
年
度
の
単
価
額
が
約
五

千
七
百
万
円
増
額
さ
れ
た
理
由
を
お
伺
い
し
た
い
。 

四 

政
府
広
報
と
は
内
閣
府
が
実
施
す
る
政
府
の
重
要
な
施
策
に
関
す
る
広
報
を
い
う
が
、
特
定
の
政
党
す
な
わ
ち
政
権
与
党

の
政
策
実
績
も
し
く
は
与
野
党
で
調
整
中
の
案
件
で
は
あ
る
が
与
党
が
今
後
推
進
し
た
い
政
策
の
Ｐ
Ｒ
広
報
と
し
て
実
質
的

に
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
予
算
を
用
い
て
特
定
の
政
党
の
広
報
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
他
の
政
党
に
と
っ
て
不
公
平

で
あ
る
ば
か
り
か
世
論
形
成
の
方
向
に
大
き
な
影
響
を
恣
意
的
に
与
え
う
る
こ
と
か
ら
問
題
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
 

こ
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
る
が
、
特
定
の
政
党
の
広
報
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
運
用
上
又
は
制
度
上
の
担
保
は
あ

る
の
か
、
お
伺
い
し
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


